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   第１章 総則 

    第１節 目的及び使命 

 （目的及び使命） 

第１条 久留米大学（以下「本学」という｡）は、教育基本法及び学校教育法に基づ 

 き総合的専門的教育及び研究を行うことを目的とし、学識深く、教養の高い人材 

 を育成し、併せて学術の進展並びに社会文化の向上に寄与することを使命とする。 

２ 第３条に規定する各学部又は学科の人材育成及び教育研究上の目的については、 

別に定める。 

 （自己評価等） 

第１条の２ 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命 

 を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価 

 を行うものとする。 



２ 前項の点検及び評価の方法等については、別に定める。 

 

    第２節 教育及び研究の組織 

 （学部及び大学院） 

第２条 本学に、学部及び大学院をおく。 

２ 大学院については、別に定める。 

第３条 学部は、次のとおりとし、それぞれ次の学科をおく。 

  文学部  心理学科 

       情報社会学科 

       国際文化学科 

       社会福祉学科 

  人間健康学部 総合子ども学科 

       スポーツ医科学科 

  法学部  法律学科 

       国際政治学科 

  経済学部 経済学科 

       文化経済学科 

  商学部  商学科 

  医学部  医学科 

       看護学科 

医療検査学科 

第４条 削除 

 （図書館、研究所等） 

第５条 本学に、図書館、研究所等をおく。これについては、別に定める。 

 （学部附属研究所等） 

第６条 学部に、研究所及び研究施設等をおく。これについては、別に定める。 

 （附属病院） 

第７条 医学部に、附属病院をおく。これについては、別に定める。 

 （公開講座） 

第８条 本学に、文化を高揚する目的をもって、公開講座をおくことができる。 

 

    第３節 運営の組織 

 （評議会） 

第９条 本学に、評議会をおく。 

２ 評議会は、本学の教学に関する事項を審議決定し、又は学長の諮問に応ずるも 

 のとする。 

３ 評議会に関する規程は、別に定める。 

 （大学院合同委員会） 

第９条の２ 大学院に大学院合同委員会をおく。 

２ 大学院合同委員会は、学長、各研究科科長及び各研究科委員会の委員若干名を 

もって組織する。 

３ 学長は、大学院合同委員会を招集し、その議長となる。 

４ 大学院合同委員会は、次の事項を審議する。 

 (1) 大学院学則及び諸規程の制定・改廃に関する事項 

 (2) その他大学院に関する事項 

 （学生部協議会） 



第１０条 本学に、学生部協議会をおく。 

２ 学生部協議会は、学長の諮問に応じ、本学学生の生活の向上及び指導に関する 

 重要事項について協議する。 

３ 学生部協議会に関する規程は、別に定める。 

 （御井学舎就職部協議会） 

第１０条の２ 本学に、御井学舎就職部協議会をおく。 

２ 御井学舎就職部協議会は、学長の諮問に応じ、御井学舎学生の円滑な就職活動 

 の推進及び就職指導に関する事項について協議する。 

３ 御井学舎就職部協議会に関する規程は、別に定める。 

 （教授会） 

第１１条 学部に、教授会をおく。 

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議のうえ意見 

を述べるものとする。 

 (1) 学生の入学及び卒業に関する事項 

 (2) 学位の授与に関する事項 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見 

を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項 

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長等（以下「学長等」と 

いう。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに 

応じ、意見を述べることができる。 

４ 教授会は、学部の教授をもって組織する。ただし、必要な事項については学部 

 の准教授、専任の講師及び助教を加えることができる。 

５ 教授会に関する規程は、別に定める。 

 （事務局） 

第１２条 本学に事務局をおく。その組織及び運営については、別に定める。 

 （学生部） 

第１３条 本学に学生部をおく。その組織及び運営については、別に定める。 

 （御井学舎就職部） 

第１３条の２ 本学に、御井学舎就職部をおく。その組織及び運営については、別 

 に定める。 

 

    第４節 職員 

 （職員） 

第１４条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、 

技術職員その他の職員をおく。これらの定員及び職務については、別に定める。 

２ 本学に、前項のほか、副学長及び学長特別補佐をおくことができる。 

３ 学長特別補佐は、学長の職務を助ける。 

 （学長） 

第１５条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

２ 学長の選任については、別に定める。 

３ 学長に事故あるとき、又は学長が欠けたときは、学長があらかじめ指名した順 

 序で、副学長が学長の職務を代理し、又は学長の職務を行う。 

 （学部長） 

第１６条 学部に、学部長をおく。 

２ 学部長は、当該学部の教授のうちから選出し、学部に関する事項を管掌する。 

３ 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。 



第１７条 削除 

 （図書館長） 

第１８条 図書館に、図書館長をおく。 

２ 図書館長は、教授のうちから補し、図書館に関する事項を管掌する。 

 （研究所長等） 

第１９条 研究所等に所長を、研究施設等にその長をおく。 

２ 本学附属の研究所等の所長の選出については、別に定める。 

３ 学部附属の研究所の研究所長及び研究施設等の長は、関係学部の教授のうちか 

 ら選出し、研究所及び研究施設等に関する事項を管掌する。 

 （病院長） 

第２０条 附属病院に、病院長をおく。 

２ 病院長は、医学部教授のうちから選出し、附属病院に関する事項を管掌する。 

 （事務局長） 

第２１条 事務局に、事務局長をおく。 

２ 事務局長は、本学の事務を総括する。 

 （学生部長） 

第２２条 学生部に、学生部長をおく。 

２ 学生部長は、教授のうちから補し、本学学生の生活の向上及び指導に関する事 

 項を管掌する。 

 （就職部長） 

第２２条の２ 御井学舎就職部に、就職部長をおく。 

２ 就職部長は、御井学舎に所属する教授のうちから補し、御井学舎学生の円滑な 

 就職活動の推進及び就職指導に関する事項を管掌する。 

 

    第５節 名誉学長、名誉教授、特任教授、客員教授及び客員准教授 

 （名誉学長） 

第２３条 学長として特に功労の顕著であった者に対し、名誉学長の称号を授与す 

 ることができる。これについては、別に定める。 

 （名誉教授） 

第２４条 本学の教授として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績 

 のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。これについては、 

 別に定める。 

 （特任教授、客員教授及び客員准教授） 

第２５条 本学に特任教授、客員教授及び客員准教授をおくことができる。これに 

 ついては、別に定める。 

 

    第６節 学年及び休業日 

 （学年） 

第２６条 学年は、４月１日から始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （休業日） 

第２７条 休業日（授業を行わない日）は、次のとおりとする。ただし、学部長は、 

 教授会の議を経て休業日を変更することができる。 

  日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）に規定する日 

  本学創立記念日  ４月28日 

  春季休業日    ４月１日から４月10日まで 

  夏季休業日    ７月11日から９月10日まで 



  冬季休業日    12月25日から翌年１月８日まで 

  学年末休業日   ３月21日から３月31日まで 

 

   第２章 教育に関する事項 

    第１節 修業年限及び学期の区分 

 （修業年限） 

第２８条 学生の修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科については６年 

 とする。 

 （学期の区分） 

第２９条 学期の区分は、学部規則において定める。 

 

    第２節 学生定員 

 （学生定員） 

第３０条 学生定員は、次のとおりとする。 

                入学定員 編入学定員 外 国 人      収容定員 

                           留学生定員 

  文学部   心理学科       85名    １名    ２名   350名 

        情報社会学科     52名    １名    ２名   218名 

        国際文化学科    102名    ２名    ４名   428名 

        社会福祉学科     52名    １名         210名 

  人間健康学部  総合子ども学科    50名               200名 

        スポーツ医科学科   70名               280名 

  法学部   法律学科      220名    ４名    ４名   904名 

        国際政治学科     66名          ４名   280名 

  経済学部  経済学科      152名    ２名    ５名    632名 

        文化経済学科     96名    ２名    ４名   404名 

  商学部   商学科       240名          10名  1,000名 

  医学部   医学科       110名               660名 

        看護学科      110名                440名 

医療検査学科    74名               296名 

 

    第３節 教育課程等に関する事項 

 （教育課程） 

第３１条 学部における教育課程、履修の方法、学習の評価、課程の修了及び進級 

に関する事項は、学部規則において定める。 

第３１条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又 

はこれらの併用により行うものとする。 

２ 文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に 

利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を外国において履修させることができる。前項の規定により、多 

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる 

場合についても同様とする。 

４ 文部科学大臣が定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施 

設以外の場所で行うことができる。 

（卒業） 

第３２条 第28条に規定する期間以上在学し、所定の教育課程を履修取得した者に 



 は、学士の学位を授与する。 

第３３条 卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第31条の２第２項の授業の 

方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。ただし、卒業に必要 

な単位が124単位（医学部医学科にあっては188単位）を超える学部にあっては、 

その超える部分の単位数を60単位に加えることができる。 

 

    第４節 入学に関する事項 

 （入学の時期） 

第３４条 学生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第39条による入学に 

 ついては、別に定める。 

２ 第35条第３号及び第４号に該当する者については、教育上支障がないときは、 

 後期の始めに入学させることができる。 

 （入学資格） 

第３５条 学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程に 

  より、これに相当する学校教育を修了した者 

 (3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる 

  者で文部科学大臣の指定した者 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在 

  外教育施設の当該課程を修了した者 

 (5) 文部科学大臣の指定した者 

 (6) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した 

  者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(7) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以 

上の学力があると認めた者で、満18歳に達した者 

 (8) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣 

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部 

科学大臣が定める日以後修了した者 

(9) 学校教育法第90条第２項の規定により他大学に入学した者であって、当該者 

をその後に入学させる本学において、大学における教育を受けるにふさわしい 

学力があると認めた者 

 （学力検定料） 

第３６条 第35条第７号によって学力検定を受けようとする者は、別に定める学力 

 検定料を納入しなければならない。 

 （入学志願手続） 

第３７条 入学志願者は、別に定めるところにより、入学願書及び資料に入学検定 

 料を添えて学長に提出しなければならない。 

 （入学の許可） 

第３８条 入学は、選考のうえ許可する。 

 （再入学） 

第３９条 再入学を志願する者については、前条の規定にかかわらず入学を許可す 

 ることができる。 

 （編入学） 

第４０条 次の各号の一に該当する者で編入学を志願する者については、選考のう 

 え編入学を許可することができる。 



 (1) 本学の一の学部の卒業者又は修業者 

 (2) 他の大学の卒業者又は修業者 

 (3) 短期大学又は高等専門学校の卒業者 

 (4) 専修学校の専門課程（修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣 

  の定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（ただし、学校教育法第90 

  条に規定する大学入学資格を有する者に限る。） 

 （入学手続） 

第４１条 入学を許可された者は、誓約書その他の書類を学長に提出し、所定の学 

 納金を所定の期日までに納めなければならない。 

２ 前項に規定する手続を履行しないときは、入学許可を取消す。 

 

    第５節 在学年限 

 （在学年限） 

第４２条 学生は、第２年次の終りまでに４年、通算８年を超えて在学することが 

 できない。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の学生については、第１年次から第４ 

年次においては各２年、第５年次から第６年次の終わりまでに４年、通算12年を 

超えて在学することができない。 

    第６節 転学部、転学科、休学、復学、退学、転学及び留学 

 （転学部及び転学科） 

第４２条の２ 転学部及び転学科は、収容定員に余裕のある場合、学長が許可する 

 ことができる。 

 （休学） 

第４３条 学生が、病気その他やむを得ない事情のため引続き３月以上修業できな 

 いときは、学長の許可を得て休学することができる。 

第４４条 病気のため修業に不適当と認められる学生に対しては、学長は、休学を 

 命ずることができる。 

 （復学） 

第４５条 休学期間が満了したとき、又は休学中にその事情が消滅したときは、学 

 長の許可を得て復学することができる。 

 （休学期間） 

第４６条 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。 

第４７条 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の休学期間は、連続して２年及び通算 

して４年を超えることができない。 

 （休学中の学納金） 

第４８条 休学期間中の学納金については、別に定める。 

 （退学） 

第４９条 学生が退学しようとするときは、書面をもって学長に願い出て、その許 

 可を受けなければならない。 

 （転学） 

第５０条 学生が他の大学に転学しようとするときは、事前に書面をもって学長に 

 願い出て、その許可を受けなければならない。 

 （留学） 

第５０条の２ 学生が外国の大学に留学しようとするときは、事前に書面をもって 

 学長に願い出て、その許可を受けなければならない。 



２ 前項の取り扱いについては、別に定める。 

 

    第７節 教員免許状及び資格取得等に関する事項 

 （教員免許状取得の所要資格） 

第５１条 教員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許 

 法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、 

 次の表に掲げるとおりとする。取得方法については、別に定める。 

学 部 学   科 教 員 の 免 許 状 の 種 類 免  許  教  科 

文 学 部 

心 理 学 科 
高等学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

公民 

 

情報社会学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

国際文化学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

国語・社会・英語 

国語・地理歴史・英語 

社会福祉学科 
高等学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

公民・福祉 

 

人 間 健 康

学 部 

総合子ども学科 幼稚園教諭一種免許状  

スポーツ医科学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

保健体育 

保健体育 

法 学 部 

法 律 学 科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民 

国際政治学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史・公民 

経 済 学 部 

経 済 学 科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

公民・情報・商業 

文化経済学科 
中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

社会 

地理歴史・公民 

商 学 部 商 学 科 

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

 

社会 

地理歴史・公民・情報 

商業 

 （図書館司書となる所要資格） 

第５１条の２ 図書館司書となる資格を取得しようとする者は、図書館法及び図書 

 館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （日本語教育） 

第５１条の３ 本学に、外国人に日本語を教育する教員の養成を行うために必要な 

 授業科目を開設する。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 



第５１条の４ 削除 

 （博物館学芸員となる所要資格） 

第５１条の５ 博物館学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法及び博 

 物館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （精神保健福祉士国家試験受験資格） 

第５１条の６ 精神保健福祉士国家試験受験資格取得志望者は、精神保健福祉士法 

 に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

（社会福祉士国家試験受験資格） 

第５１条の７ 社会福祉士国家試験受験資格取得志望者は、社会福祉士及び介護福祉 

士法に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （保育士の資格取得） 

第５１条の８ 人間健康学部総合子ども学科における保育士資格取得志望者は、児童 

福祉法及び児童福祉法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （公認心理師国家受験資格） 

第５１条の９ 文学部心理学科における公認心理師国家試験受験資格取得希望者は、 

公認心理師法に定める所要単位を修得しなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （履修料及び実習料） 

第５２条 第51条、第51条の２、第51条の３、第51条の５、第51条の６、第51条の７、 

 第51条の８及び第51条の９の教員免許状の取得及び資格取得等のための科目を履修 

しようとする者は、別に定める履修料及び実習料を納入しなければならない。 

 

    第７節の２ 専攻科に関する事項 

 （専攻科） 

第５２条の２ 本学に次の専攻科を置き、学生収容定員は、次のとおりとする。 

  文学専攻科  心理学専攻    ５名 

         情報社会専攻   ５名 

国際文化専攻   ５名 

         社会福祉専攻   ５名 

  法学専攻科  法律学専攻    10名 

         国際政治学専攻  ５名 

  経済学専攻科 経済学専攻    10名 

  商学専攻科  商学専攻     10名 

２ 専攻科については、別に定める。 

 

    第７節の３ 留学生別科に関する事項 

 （留学生別科） 

第５２条の３ 本学に留学生別科を置く。 

２ 別科の修業年限は、１年（以下「１年コース」という。）又は１年半（以下「１ 

年半コース」という。）とする。ただし、教育上適当と認められる場合は、別に定 

めるところにより、通算２年までの在学を許可することができる。 



３ １年コース及び１年半コースの学生収容定員は、次のとおりとする。 

         １年コース定員  １年半コース定員     収容定員 

  留学生別科  15名       20名           55名 

４ 留学生別科については、別に定める。 

 

    第８節 科目等履修生、特別科目等履修生、派遣聴講生、外国人学生及び 

       外国人留学生に関する事項 

 （科目等履修生） 

第５３条 学部の授業科目を定めて聴講しようとする者には、学部長は、学部の定 

 めるところにより、科目等履修生として授業の聴講を許可することができる。 

 （特別科目等履修生、派遣聴講生） 

第５４条 本学と単位互換に関する協定のある大学等との間で、特別科目等履修生 

 又は派遣聴講生として相互交流をしようとするときは、事前に書面をもって学長 

 に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項の取扱いについては、別に定める。 

 （聴講授業科目単位の認定） 

第５５条 科目等履修生に対しては、聴講した授業科目の単位を認定することがで 

 きる。 

 （聴講料） 

第５６条 科目等履修生は、別に定める聴講料を納入しなければならない。 

 （外国人学生及び外国人留学生） 

第５７条 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められ 

 る者は、選考のうえ外国人学生として学部に入学を許可することができる。 

２ 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者は、 

 選考のうえ外国人留学生（一般留学生）として学部に入学を許可することができ 

 る。 

 （協定に基づく外国人留学生） 

第５７条の２ 外国人であって、外国の大学から協定に基づき派遣される者は、選 

 考のうえ外国人留学生（協定校留学生）として学部に留学を許可することができ 

 る。 

２ 前項の取り扱いについては、別に定める。 

 

    第９節 研究生に関する事項 

 （研究生） 

第５８条 学部において特殊事項に関する研究に従事しようとする者があるときは、 

 当該学部において適当と認め、かつ、さしつかえのない場合に限り、学部の定め 

 るところにより研究生として入学を許可することができる。 

２ 本学附属の研究所の研究生に関する事項については、別に定める。 

 （資格） 

第５９条 研究生として入学を志願することのできる者は、学士又はこれと同等以 

 上の学力があり、かつ、学部において適当と認められた者とする。 

 （志願） 

第６０条 研究生として入学を志願する者は、別に定めるところにより、願書に研 

 究事項を記載し、履歴書及び入学検定料を添えて学部長に提出しなければならな 

 い。 

 （入学） 



第６１条 研究生の入学は、学部長が教授会の議を経て許可する。 

 （指導教育職員） 

第６２条 研究生の指導教育職員は、教授会において定める。 

 （入学の時期） 

第６３条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある 

 ときは、この限りでない。 

 （研究期間） 

第６４条 研究生の研究期間は、１年とする。ただし、必要があるときは指導教育 

 職員を通じて申し出る場合、研究期間の延長を許可することができる。 

 （学部の講義の聴講、実験又は実習参加） 

第６５条 研究生に対して、指導教育職員の請求があるときは、学部長は教授会の 

 議を経て学部の講義、実験又は実習に出席することを許可することができる。 

 （退学） 

第６６条 研究生が、退学しようとするときは、書面をもって学部長に願い出て、 

 その許可を受けなければならない。 

 （除籍） 

第６７条 研究生が、次の各号の一に該当するときは、学部長は教授会の議を経て 

 除籍する。 

 (1) 第68条に定める料金の督促を受けても納入しないとき 

 (2) 研究を怠り研究生として不適当と認められるとき 

 （入学料及び研究料） 

第６８条 研究生は、別に定める入学料及び研究料を納入しなければならない。 

 

   第３章 学納金に関する事項 

 （入学金） 

第６９条 学部に入学する者は、入学金を納入しなければならない。 

２ 入学金の納入の時期は、別表第２－１及び別表第２－２に定める。 

 （授業料） 

第７０条 学生は、授業料を納入しなければならない。 

２ 授業料は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第２－ 

１及び別表第２－２に定める。 

３ 学年の中途において卒業する者の納入する授業料は、別に定める。 

４ 外国の大学に留学する者の授業料については、別に定める。 

 （その他の納入金） 

第７１条 学生は、その他の納入金を納入しなければならない。 

２ その他の納入金は、分納することができる。分納の時期及び額については、別 

表第２－１及び別表第２－２に定める。 

 （学納金の返還） 

第７２条 この学則に基づいて納められた学納金は、返還しない。ただし、特待生 

 及び所定の期日までに入学辞退の届け出を行い、かつ、学納金の返還を申し出た 

 者については、入学金を除く学納金を返還する。 

２ 医学部医学科学生納入金減免規程に基づいて減免を決定された者については、 

既納の学納金のうちから減免額を返還する。 

 （学納金表等） 

第７３条 学納金及びその分納額は、次のとおりとする。 

 (1) 第37条及び第60条に規定する入学検定料については、別表第１ 



 (2) 第69条、第70条及び第71条に規定する入学金、授業料、施設拡充維持料、教 

育充実料、実験実習料及び休学時在籍料については、別表第２－１及び別表第 

２－２ 

 (3) 第56条及び第68条に規定する聴講料、入学料及び研究料については、別表第 

  ３ 

 （諸証明手数料） 

第７４条 学生が、諸証明書を請求するときは、証明手数料を納入しなければなら 

 ない。 

 （追試験料等） 

第７５条 追試験又は再試験を受ける学生は、試験料を納入しなければならない。 

 試験料は、学部において定める。 

 

   第４章 表彰、除籍及び懲戒に関する事項 

 （表彰） 

第７６条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長は教授会の意見を聞いて 

 適当な方法で表彰することができる。 

 (1) 学業人物ともに優秀な学生 

 (2) 特に賞賛に値する行為のあった学生 

２ 前項第１号に該当する者で特に優秀な者は、特待生とすることができる。特待 

 生に関する規程は、別に定める。 

 （除籍） 

第７７条 学生が、この学則その他の規則で定められた学納金（教員免許状及び資 

 格取得等のための科目の履修料及び実習料は除く｡）の督促を受けても納めないと 

 きは、学部長は学長の許可を得て除籍する。 

２ 学生が長期間欠席し、又は成業の見込みがないと認められるときは、学部長は、 

 学長の許可を得て除籍する。 

 （懲戒） 

第７８条 学生が、この学則又はこれに基づいて定められた諸規則に違反し、本学 

 の名誉を傷つける言動をし、その他本学学生としての本分に背く行為をしたとき 

 は、その軽重によって学部長は、学長の命により懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。ただし、放学は、次の各号の一に該当す 

 る者に対して行う。 

 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (2) 正当の理由がなくて出席が常でない者 

 (3) 本学の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に著しく背いた者 

 （停学期間の学納金） 

第７９条 学生は、停学期間中もこの学則その他の規則によって定められる学納金 

 を納入しなければならない。 

 

   第５章 厚生保健施設 

 （厚生保健施設） 

第８０条 本学に、健康相談施設、学生集会所、学生食堂、学生売店、寄宿舎等を 

おくことができる。 

 

   第６章 健康診断 

 （健康診断） 



第８１条 学生は、毎年定められたときに健康診断を受けなければならない。 

 

 

   附 則 

１ この学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる学則は、廃止する。 

  久留米大学学則（昭和25年４月１日施行） 

   附 則（52．５．27） 

 この学則は、昭和52年７月１日から施行する。 

   附 則（52．10．28） 

 この学則は、昭和52年12月１日から施行する。 

   附 則（52．11．25） 

１ この学則は、昭和52年12月24日から施行する。 

２ 学則第73条については、昭和52年度までの入学生には適用せず改正前の規定に 

 よる。 

   附 則（53．２．24） 

 この学則は、昭和53年４月１日から施行する。 

   附 則（53．７．28） 

 この学則は、昭和53年９月１日から施行する。 

   附 則（53．12．22） 

１ この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和53年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（54．２．23） 

 この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

   附 則（54．６．22）（55．１．８付文部大臣認可） 

１ この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず商学部については、昭和57年度までの学生総定員は、 

 次の表のとおりとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 総 定 員 

55 商 学 部     
商 学 科           970 

経 済 学 科           700 

56 商 学 部     
商 学 科           980 

経 済 学 科           800 

57 商 学 部     
商 学 科           990 

経 済 学 科           900 

   附 則（54．10．26） 

 この学則は、昭和54年11月24日から施行する。 

   附 則（54．11．27） 

１ この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和54年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 



   附 則（55．１．25） 

 この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

   附 則（55．６．27） 

 この学則は、昭和55年８月１日から施行する。 

   附 則（55．10．27） 

 この学則は、昭和55年12月１日から施行する。 

   附 則（55．12．26） 

 この学則は、昭和56年４月１日から施行する。 

   附 則（56．10．30） 

１ この学則は、昭和56年11月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和56年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（57．12．24） 

１ この学則は、昭和58年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和57年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（58．12．23） 

１ この学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和58年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（59．12．21） 

 この学則は、昭和59年12月21日から施行する。ただし、改正後の第73条第１項第 

１号及び第２号については、昭和60年度入学に係る者から適用する。 

   附 則（60．５．24） 

 この学則は、昭和60年６月１日から施行する。 

   附 則（60．９．27） 

 この学則は、昭和60年10月15日から施行する。 

   附 則（61．１．24） 

 この学則は、昭和61年２月１日から施行する。 

   附 則（60．12．20） 

１ この学則は、昭和61年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和60年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（61．９．26） 

 この学則は、昭和61年10月15日から施行する。 

   附 則（61．12．26） 

１ この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和61年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（60．６．28）（61．12．23付文部大臣認可） 

１ この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部については、昭和64年度までの学生総定員は、 

 次の表のとおりとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 総 定 員 



62 法 学 部     法 律 学 科           250 

63 法 学 部     法 律 学 科           500 

64 法 学 部     法 律 学 科           750 

   附 則（62．12．25） 

１ この学則は、昭和63年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和62年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（63．12．23） 

１ この学則は、昭和64年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、昭和63年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（１．３．24） 

１ この学則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 入学金については、学則第73条第１項第２号の定めにかかわらず、平成元年度 

 入学者で平成元年３月31日までに入学の意思表示をした者には適用せず、改正前 

 の規定による。 

３ 昭和63年度までの入学生については、学則第73条第１項第２号の授業料、施設 

 設備維持料又は施設拡充維持料及び教育充実料については適用せず、なお改正前 

 の規定による。ただし、施設設備維持料又は施設拡充維持料については、従前の 

 額に３％を加算するものとする。 

４ 平成元年度の入学生に係る同年度の施設設備維持料又は施設拡充維持料につい 

 ては、昭和63年12月29日までに入学手続を完了した者には、施設設備維持料の規 

 定は適用せず、改正前によるものとし、その他の者に係る施設設備維持料及び施 

 設拡充維持料についての別表第２に定める納入期限については、理事長が別に定 

 めるところによるものとする。 

   附 則（１．７．28） 

 この学則は、平成元年８月１日から施行する。 

   附 則（２．１．26） 

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成元年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（１．８．25） 

 この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

   附 則（２．７．27） 

１ この学則は、平成２年７月27日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ 学則第51条については、平成元年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

 による。 

   附 則（３．１．25） 

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成２年度までの入学生には適用せず、 

  改正前の規定による。 

   附 則（３．７．26） 

 この学則は、平成３年７月26日から施行する。 

   附 則（３．９．28） 

 この学則は、平成３年９月28日から施行し、同年７月１日から適用する。 



   附 則（３．９．28） 

１ この学則は、平成３年10月１日から施行する。 

２ 平成元年３月24日改正の附則第３項のただし書による昭和63年度までの入学生 

 の施設設備維持料又は施設拡充維持料に係る３％の加算額は、これを徴収しない 

 ものとする。 

   附 則（３．12．20） 

 この学則は、平成３年12月20日から施行し、同年11月14日から適用する。 

   附 則（３．12．20） 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成３年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（４．２．28）（３．12．20付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部については、平成６年度までの学生総定員は、 

 次の表のとおりとする。 

     摘要 

 年度 

 

学  部 学    科 総 定 員 

４ 文 学 部     
人間科学科       100 

国際文化学科 100 

５ 文 学 部     
人間科学科       200 

国際文化学科 200 

６ 文 学 部     
人間科学科       300 

国際文化学科 300 

３ 第30条の規定にかかわらず医学部については、平成８年度までの学生総定員は、 

 次の表のとおりとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 総 定 員 

４ 医 学 部     医 学 科       700 

５ 医 学 部     医 学 科       680 

６ 医 学 部     医 学 科       660 

７ 医 学 部     医 学 科       640 

８ 医 学 部     医 学 科       620 

４ 第30条の規定にかかわらず平成４年度から平成11年度までの法学部法律学科の 

 入学定員は、300名とする。 

   附 則（４．７．24） 

 この学則は、平成４年７月24日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則（４．７．24） 

 この学則は、平成４年７月24日から施行する。 

   附 則（４．12．25） 

１ この学則は、平成５年４月１日から施行する。 



２ 学則第73条第１項第２号については、平成４年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（５．３．26） 

 この学則は、平成５年３月26日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則（５．３．26） 

 この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（６．２．25） 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経 

 済学科及び医学部看護学科については、平成８年度までの学生の収容定員は、次 

 の表のとおりとする。 

  なお、商学部経済学科については、平成８年度までの学生の収容定員は次の表 

 のとおりとし、当該学科に在学者がなくなるまでの間存続するものとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 収 容 定 員      

６ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

950 

50 

経済学部 経 済 学 科       250 

商 学 部     経 済 学 科       750 

医 学 部     看 護 学 科       100 

７ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

900 

100 

経済学部 経 済 学 科       500 

商 学 部     経 済 学 科       500 

医 学 部     看 護 学 科       200 

８ 

法 学 部     
法 律 学 科       

国際政治学科 

     850 

     150 

経済学部 経 済 学 科            750 

商 学 部     経 済 学 科            250 

医 学 部     看 護 学 科            300 

３ 第30条の規定にかかわらず平成６年度から平成11年度までの法学部法律学科の 

 入学定員は、230名とし、法学部国際政治学科の入学定員は、70名とする。 

４ 学則第42条第１項については、平成５年度までの入学生には適用せず改正前の 

 規定による。 

５ 学則第73条第１項第２号については、平成５年度までの入学生には適用せず改 

 正前の規定による。 

   附 則（６．３．24） 

 この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則（６．11．25） 

 この学則は、平成６年11月25日から施行する。 



   附 則（６．11．25） 

１ この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成６年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

  なお、文学部人間科学科心理学系の実験実習料については、平成７年度以降に 

 おいて２年次生、３年次生及び４年次生となる者から適用する。 

   附 則（７．12．22） 

１ この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成７年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（８．１．26） 

 この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（８．11．22） 

１ この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第１号については、平成７年11月１日から適用する。 

３ 学則第73条第１項第２号については、平成８年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（９．３．28） 

 この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（９．６．27） 

 この学則は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則（９．６．27） 

 この学則は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則（９．９．26） 

 この学則は、平成９年10月１日から施行する。 

   附 則（10．１．30） 

 この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

   附 則（10．１．30） 

 この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

   附 則（10．１．30） 

１ この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成９年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（10．３．27） 

 この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

   附 則（11．１．29） 

 この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

   附 則（11．１．29） 

１ この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成10年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（11．５．28） 

 この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（11．５．28）（11．10．22付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず法学部については、平成14年度までの学生の収容定 



 員は、次の表のとおりとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 収 容 定 員      

12 法 学 部     
法 律 学 科       885 

国際政治学科 245 

13 法 学 部     
法 律 学 科       920 

国際政治学科 270 

14 法 学 部     
法 律 学 科       950 

国際政治学科 290 

   附 則（11．５．28）（11．12．22付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 学則第30条の規定にかかわらず文学部社会福祉学科については、平成14年度ま 

 での学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

３ 学則第73条第１項第２号については、平成11年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 収 容 定 員      

12 文 学 部     社会福祉学科 100 

13 文 学 部     社会福祉学科 200 

14 文 学 部     社会福祉学科 310 

   附 則（11．11．26） 

１ この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成11年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（11．12．24） 

 この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（12．１．28） 

 この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則（12．４．27）（12．10．26付文部大臣認可） 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 学則第30条の規定にかかわらず医学部看護学科の平成13年度の収容定員は、 

  408名とする。 

   附 則（12．９．22） 

 この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

   附 則（13．１．26） 

１ この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成12年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

   附 則（13．７．27） 

 この学則は、平成13年８月１日から施行する。 

   附 則（13．３．22）（13．８．１付文部科学大臣認可） 



            （13．10．30付文部科学大臣認可） 

１ この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号については、平成13年度までの入学生には適用せず、 

 改正前の規定による。 

３ 第30条の規定にかかわらず文学部の心理学科及び情報社会学科並びに経済学部 

 の経済学科及び文化経済学科については、平成16年度までの学生の収容定員は、 

 次の表のとおりとする。 

  なお、文学部人間科学科については、平成16年度までの学生の収容定員は次の 

 表のとおりとし、当該学科に在学生がなくなるまでの間存続するものとする。 

     摘要 

 年度 
学  部 学    科 収 容 定 員      

14 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

87 

63 

331 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

980 

100 

15 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

174 

126 

226 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

880 

200 

16 

文 学 部        

心 理 学 科        

情報社会学科        

人 間 科 学 科        

266 

194 

113 

経 済 学 部        
経 済 学 科        

文化経済学科        

770 

310 

   附 則（13．９．28） 

 この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

   附 則（14．１．25） 

 この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

   附 則（14．６．28） 

 この学則は、平成14年７月１日から施行する。 

   附 則（15．４．25）（15．11．27付文部科学大臣認可） 

 この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（15．９．26） 

 この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（16．１．23） 

 この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

   附 則（16．11．26） 

 この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則（16．11．26） 

１ この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ 平成16年度までの医学部医学科の入学生については、第42条第２項に規定のう 



 ち「第４年次の終りまでに８年、通算12年を超えて在学することができない。」を 

 「通算12年を超えて在学することができない。」に読み替える。 

   附 則（17．９．22） 

 この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則（18．９．22） 

１ この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部情報社会学科、文学部国際文化学科、法学部 

法律学科、法学部国際政治学科、経済学部文化経済学科及び商学部商学科につい 

ては、平成21年度までの学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

摘 要 

年 度 学 部 学 科 収 容 定 員 

19 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

261 

443 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

979 

309 

経済学部 文化経済学科 419 

商 学 部 商 学 科 1,045 

20 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

260 

442 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

978 

308 

経済学部 文化経済学科 418 

商 学 部 商 学 科 1,050 

21 

文 学 部 
情報社会学科 

国際文化学科 

259 

441 

法 学 部 
法 律 学 科 

国際政治学科 

977 

307 

経済学部 文化経済学科 417 

商 学 部 商 学 科 1,055 

   附 則（18．11．24） 

 この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（19．２．23） 

 この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

   附 則（19．９．28） 

 この学則は、平成19年10月１日から施行する。 

   附 則（20．２．22） 

 この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則（20．９．17） 

 この学則は、平成20年９月１日から施行する。 

   附 則（20．９．17） 

 この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則（20．９．17） 



１ この学則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、平成25年度までの学生総 

定員は、次の表のとおりとする。 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 総 定 員 

21 医 学 部 医 学 科      610 

22 医 学 部 医 学 科      620 

23 医 学 部 医 学 科      630 

24 医 学 部 医 学 科 640 

25 医 学 部 医 学 科 650 

   附 則（21．7．24） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部看護学科の平成22年度の収容定員は、408名と 

する。 

   附 則（21．９．25） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、平成26年度までの学生総 

定員は、次の表のとおりとする。 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 総 定 員 

22 医 学 部 医 学 科      625 

23 医 学 部 医 学 科      640 

24 医 学 部 医 学 科      655 

25 医 学 部 医 学 科 670 

26 医 学 部 医 学 科 685 

   附 則（21．11．27） 

 この学則は、平成21年12月１日から施行する。 

附 則（21．11．27） 

１ この学則は、平成22年４月１日から施行する。 

２ 平成21年度までの医学部看護学科入学生については、学則第73条第１項第２号 

 は適用せず、改正前の規定による。 

   附 則（22．９．24） 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 平成22年度までの医学部医学科の研究生については、学則第73条第１項第３号 

 は適用せず、改正前の規定による。 

附 則 

この学則は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（24．３．22） 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際 

 文化学科、文学部社会福祉学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学 



 部経済学科、経済学部文化経済学科及び商学部商学科については、平成27年度ま 

 での学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

     摘要 
 年度 学  部 学   科 収容定員 

25 

文 学 部 

心 理 学 科 357 

情報社会学科 256 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 416 

法 学 部 
法 律 学 科 971 

国際政治学科 301 

経 済 学 部 
経 済 学 科 655 

文化経済学科 411 

商 学 部 商 学 科 1,055 

26 

文 学 部 

心 理 学 科 356 

情報社会学科 254 

国際文化学科 434 

社会福祉学科 412 

法 学 部 
法 律 学 科 966 

国際政治学科 296 

経 済 学 部 
経 済 学 科 650 

文化経済学科 406 

商 学 部 商 学 科 1,050 

27 

文 学 部 

心 理 学 科 357 

情報社会学科 255 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 413 

法 学 部 
法 律 学 科 966 

国際政治学科 296 

経 済 学 部 
経 済 学 科 650 

文化経済学科 406 

商 学 部 商 学 科 1,055 

 

   附 則（26．７．25） 

 この学則は、平成26年９月１日から施行する。 

   附 則（26．７．25） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 



２ 学則第73条第１項第２号については、平成26年度までの入学生には適用せず、 

改正前の規定による。 

   附 則（26．11．28） 

１ この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ 学則第47条第２項については、平成26年度までの入学生には適用せず、改正前 

の規定による。 

   附 則（27．３．27） 

 この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則（27．９．25） 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 学則第52条の３第２項のただし書については、平成27年度までの入学生には適 

用せず、改正前の規定による。 

   附 則（27．12．25） 

１ この学則は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 学則第42条第２項については、平成27年度までの入学生には適用せず、改正前 

の規定による。 

   附 則（28．９．23） 

 この学則は、平成28年10月１日から施行する。 

   附 則（28．２．26） 

１ この学則は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 第30条にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際文化学 

科、文学部社会福祉学科、人間健康学部総合子ども学科、人間健康学部スポーツ 

医科学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経済学科、経済学部 

文化経済学科、商学部商学科及び医学部看護学科については、平成31年度までの 

学生の収容定員は、次の表のとおりとする。 

     摘要 
 年度 学  部 学   科 収容定員 

29 

文 学 部 

心 理 学 科 356 

情報社会学科 246 

国際文化学科 437 

社会福祉学科 364 

人間健康学

部 

総合子ども学科 50 

スポーツ医科学科 70 

法 学 部 
法 律 学 科 956 

国際政治学科 286 

経 済 学 部 
経 済 学 科 647 

文化経済学科 404 

商 学 部 商 学 科 1,045 

医 学 部 看 護 学 科 410 

30 文 学 部 心 理 学 科 354 



情報社会学科 236 

国際文化学科 434 

社会福祉学科 314 

人間健康学

部 

総合子ども学科 100 

スポーツ医科学科 140 

法 学 部 
法 律 学 科 946 

国際政治学科 276 

経 済 学 部 
経 済 学 科 644 

文化経済学科 402 

商 学 部 商 学 科 1,030 

医 学 部 看 護 学 科 420 

31 

文 学 部 

心 理 学 科 352 

情報社会学科 226 

国際文化学科 431 

社会福祉学科 264 

人間健康学

部 

総合子ども学科 150 

スポーツ医科学科 210 

法 学 部 
法 律 学 科 936 

国際政治学科 266 

経 済 学 部 
経 済 学 科 641 

文化経済学科 400 

商 学 部 商 学 科 1,015 

医 学 部 看 護 学 科 430 

 

   附 則（29．７．28） 

 この学則は、平成29年８月１日から施行する。 

   附 則（29．11．24） 

 この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則（30．３．23） 

 この学則は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則（30．７．27） 

１ この学則は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第１項第２号の別表第２－１については、平成30年度までの入学生には適 

用せず、改正前の規定による。 

附 則（31．２．22） 

１ この学則は、平成32年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず文学部心理学科、文学部情報社会学科、文学部国際文化学 

科、文学部社会福祉学科、法学部法律学科、法学部国際政治学科、経済学部経済学科及 



び経済学部文化経済学科については、平成34年度までの学生の収容定員は、次の表のと 

おりとする。 

摘要 
年度 学  部 学  科 収容定員 

32 

文 学 部 

心 理 学 科 349 

情報社会学科 216 

国際文化学科 426 

社会福祉学科 211 

法 学 部 
法 律 学 科 915 

国際政治学科 262 

経 済 学 部 
経 済 学 科 635 

文化経済学科 398 

33 

文 学 部 

心 理 学 科 348 

情報社会学科 216 

国際文化学科 424 

社会福祉学科 208 

法 学 部 
法 律 学 科 904 

国際政治学科 268 

経 済 学 部 
経 済 学 科 632 

文化経済学科 398 

34 

文 学 部 

心 理 学 科 349 

情報社会学科 217 

国際文化学科 426 

社会福祉学科 209 

法 学 部 
法 律 学 科 904 

国際政治学科 274 

経 済 学 部 
経 済 学 科 632 

文化経済学科 401 

 

 附 則（１．12．26） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和８年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。ただし、令和２年度及び３年度の入学定員及び 

学生総定員については適用せず、改正前の規定による。 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和２ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和３ 医 学 部 医 学 科 115 690 



   附 則（２．３．27） 

 この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（３．３．26） 

 この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（３．３．26） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 
２ 学則第 51条第２項については、令和２年度までの入学生には適用せず、改正前の規 

定による。 

   附 則（３．５．28） 

 この学則は、令和３年６月１日から施行する。 

   附 則（３．７．30） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和９年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

    

附 則（４．２．25） 

 この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（４．７．22） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和10年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

令和４ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和５ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 665 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和４ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和５ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 665 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和５ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和６ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 675 



 

附 則（４．９．30） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 学則第42条第２項については、令和４年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

による。 

附 則（５．１．27） 

 この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（５．６．23） 

 この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（５．７．28） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和11年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

 

附 則（６．３．22） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 学則第73条第２号については、令和５年度までの入学生には適用せず、改正前の規定 

による。 

附 則（６．７．26） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第30条の規定にかかわらず医学部医学科については、令和12年度までの入学定員及び 

学生総定員は、次の表のとおりとする。 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 665 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和６ 医 学 部 医 学 科 115 690 

令和７ 医 学 部 医 学 科 110 685 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 680 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 675 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 670 

令和11 医 学 部 医 学 科 110 665 

    摘要 

 年度 
学  部 学  科 入学定員 総 定 員 

令和７ 医 学 部 医 学 科 114 689 

令和８ 医 学 部 医 学 科 110 684 

令和９ 医 学 部 医 学 科 110 679 

令和10 医 学 部 医 学 科 110 674 

令和11 医 学 部 医 学 科 110 669 

令和12 医 学 部 医 学 科 110 664 



別表第１ 

入学検定料の納入金表 

      学部 
    
 

金額・ 
項目   期限 

文学部・人間
健康学部・法
学部・経済学
部・商学部 

医    学    部 

納 入 期 限 医 学 科 看 護 学 科 
医療検査 
学 科 

納 入 金 額 

入学検定料 32,000円 60,000円 32,000円 32,000円 

入 学 願 書 
受 付 締 切 日 

入学検定料 
（共通テスト利用

選抜） 

15,000円  15,000円 15,000円 

入学検定料 
（前期・共通テス
ト併用型選抜） 

10,000円  10,000円  

入学検定料 
（共通テスト英語
４技能利用選抜） 

15,000円    

入学検定料 

（学部研究生） 
20,000円    

備 考 

  １ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部及び商学部の前・後期一般選抜におい 

て、同一試験日に併願した場合のみ、２学部目以降の入学検定料を各々10,000円と 

する。 

  ２ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部及び商学部の共通テスト利用選抜（Ａ 

日程又はＢ日程）及び共通テスト英語４技能利用選抜において併願した場合は、２ 

学部目以降の入学検定料を各々10,000円とする。 

  ３ 文学部、人間健康学部、法学部、経済学部、商学部及び医学部看護学科の前期・ 

共通テスト併用型選抜（前期一般選抜と大学入学共通テストとの併用入試）の検定 

料については、各々の前期一般選抜検定料に加え、別途、10,000円とする。また、 

併願した場合の２学部目以降の入学検定料についても同額とする。 

  ４ 医学部医学科において、同一試験で実施される異なる試験種別を併願する場合、

２併願目の入学検定料を30,000円、３併願目以降の入学検定料を各々10,000円とす

る。 



別表第２－１ 

入学金、授業料その他の納入金表 

      学部 

 

 

       

     金額・ 

項目    期限  

文学部・法学

部・経済学部・

商学部 

人間健康学部 

 

総合子ども学科 スポーツ医科学科 

納入金額 納入金額 納入金額 納入期限 

入  学  金 200,000円 200,000円 200,000円 入学申込締切日 

授  業  料 

    １ 期 

    ２ 期 

 

355,000円 

355,000円 

 

365,000円 

365,000円 

 

405,000円 

405,000円 

 

４月末日(※１) 

10月末日 

教 育 充 実 料 

１ 期 

    ２ 期 

 

80,000円 

80,000円 

 

80,000円 

80,000円 

 

80,000円 

80,000円 

 

４月末日(※１) 

10月末日 

実 験 実 習 料 

 

 

１ 期 

    ２ 期 

 

     

１ 期 

    ２ 期 

 

 

１ 期 

    ２ 期 

 

 

 

文学部 

心理学科 

25,000円 

25,000円 

文学部 

情報社会学科 

10,000円 

10,000円 

文学部 

社会福祉学科 

25,000円 

25,000円 

 

 

 

 

 

35,000円 

35,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000円 

35,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月末日(※１) 

10月末日 

 

 

４月末日(※１) 

10月末日 

 

 

４月末日(※１) 

10月末日 

 

 

 

 

休学時在籍料 

（月   額） 
10,000円 10,000円 10,000円 休学手続時 

 備 考 

  １ （※１）は、新入生については、入学手続締切日と読替えるものとする。 



別表第２－２ 

入学金、授業料その他の納入金表 

      学部 
 
      
     金額・  
 項目   期限 

医 学 部 

医 学 科 看護学科 医療検査学科 
納入期限 

納入金額 

入  学  金 1,000,000円 300,000円 300,000円 入学申込締切日 

授  業  料 
    １ 期 
    ２ 期 
    ３ 期 

 
900,000円 
900,000円 
900,000円 

 
310,000円 
310,000円 
310,000円 

 
310,000円 
310,000円 
310,000円 

 
４月末日(※１) 
８月末日 
12月末日 

施設拡充維持料 
    １ 期 
    ２ 期 
    ３ 期 

 
500,000円 
500,000円 
500,000円 

  

 
４月末日(※１) 
８月末日 
12月末日 

教 育 充 実 料 
（※２） 

１ 年 次 
２ 年 次 
３ 年 次 
４ 年 次 
５ 年 次 
６ 年 次 

 
 

4,000,000円 
2,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 
1,000,000円 

 
 

240,000円 
240,000円 
240,000円 
240,000円 

―  
―  

 
 

150,000円 
150,000円 
150,000円 
150,000円 

―  
―  

４月末日(※１) 

実 験 実 習 料 
（年 額） 

 250,000円 250,000円 ４月末日(※１) 

休学時在籍料 
（月   額） 

10,000円 10,000円 10,000円 休学手続時 

 備 考 

  １ （※１）は、新入生については、入学手続締切日と読替えるものとする。 

  ２ （※２）は、平成21年度までの入学生には適用しない。 

 



別表第３－１ 

聴講料、入学料及び研究料の納入金表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

  研究生に係る研究料は、年額とし、納入期限までに一括して納入するものとする。 

 

    学部 

 

    金額・ 

項目  期限 

文学部・人間健康学部・ 

法学部・経済学部・商学部 

納 入 金 額       納 入 期 限 

聴 講 料 

本学卒業生 その他の者 

聴講許可後 

14日以内 
１ 単 位 に つ き 

4,000円 

ただし、単位認定 

希望者は6,000円 

１ 単 位 に つ き 

6,000円 

ただし、単位認定 

希望者は10,000円 

研 

 

 

究 

 

 

生 

入学料 20,000円 
聴講許可後 

14日以内 

 

研究料 

 

 

 

 

 

 

180,000円 

(140,000円) 

 

 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

 

 

入学後 

  １ヶ月以内 

 

 

 



別表第３－２ 

聴講料、入学料及び研究料の納入金表 

   学部   

 

 

   金額・  

    期限  

項目  

医    学    部                

医  学  科    看 護 学 科     医療検査学科     

納 入 金 額        納入期限  納 入 金 額         
納 入  

期 限  
納 入 金 額       

納 入 

期 限 

聴 講 料  

１期 450,000円  

２期 450,000円   

３期 450,000円  

     

聴 講 す る  

学年の授業  

料の 1 / 2額  

     

     

     

     

４月末日  

８月末日  

12月末日  

    

ただし、  

聴講許可  

時の聴講  

料は、許  

可後14日  

以内 

 

本 学  

卒業生  

その他  

の 者  

   

   

   

聴講許 

可後14 

日以内 

 

 

 

 

 

本 学 

卒業生 

その他 

の 者 

 

 

 

聴講許 

可後14 

日以内 

 

 

 

 

 

１ 単 位 

に つ き 

4,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

6,000円 

１ 単 位 

に つ き 

6,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

10,000円 

１ 単 位 

に つ き 

4,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

6,000円 

１ 単 位 

に つ き 

6,000円 

ただし、 

単位認定 

希望者は 

10,000円 

研  

   

   

究   

   

   

生   

入学料  30,000円  

入学許可  

後 14 日  

以 内  

                      20,000円 

入学許 

可後 14 

日以内 

   

研究料  

   

    

    

    

    

    

    

500,000円 

(350,000円) 

 

 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

 

    

入学許可  

後 14 日  

以  内  

 

 

 

                       

180,000円 

(140,000円) 

  

 

( ) 内は本学 

卒 業 者     

 

   

入学後 

1ヶ月 

以 内 

   

   

   

 備 考 

  １ 研究生に係る研究料は、年額とし、納入期限までに一括して納入するものとする。 

  ２ 平成22年度までの医学部医学科の研究生については、本表は適用しない。 

 

 


